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令和３年 第８回おいらせ町教育委員会定例会会議録 

1. 開会の日時 令和３年８月２６日 １５時００分 

2. 閉会の日時 令和３年８月２６日 １６時００分 

3. 開催の場所 おいらせ町役場分庁舎 ４０２会議室 

4. 出席委員 １番委員 松 林 義 一 ２番委員 小 向 秀 男 

３番委員 浅 野 邦 子 ４番委員 木 村 啓 一 

５番委員 加 賀 真美子  

5. 欠席委員 な し 

6. 会議事件説明のために出席した者の職氏名 

・学 務 課 長  福 田 輝 雄       ・社会教育体育課長  松 山 公 士 

・学務 課長補 佐  堤   雅 之       ・社会教育体育課主任社会教育主事  松 林 拓 大 

7. 会議の書記及び会議録作成 学務課 主幹 鈴 木 麻依子 

8. 会議録署名 ２番委員 小 向 秀 男、 ５番委員 加 賀 真美子 

9. 付議案件 

議案第１号  おいらせ町スポーツ少年団指導員に関する規程を廃止する訓令について 

議案第２号  おいらせ町教育委員会の事務の点検及び評価に関する報告書について 

 

10.協議事項 

 

11.報告案件 

 

12.そ の 他 

   ①総合教育会議について 
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【会議の顛末】 

松 林 教 育 長 

 

 

 

 

松 林 教 育 長 

 

 

松 林 教 育 長 

 

 

 

 

松 林 教 育 長 

 

 

松 林 教 育 長 

 

松 林 教 育 長 

 

浅 野 委 員 

 

 

松 林 教 育 長 

 

 

 

 

松 林 教 育 長 

 

小 向 委 員 

 

松 林 教 育 長 

 

 

 

 

 

 

それでは本日の出席委員数ですが、５名で定足数に達しておりますので、令和３

年第８回おいらせ町教育委員会定例会は成立いたしました。これから会議を開き

ます。 

（１５時００分） 

 

日程２、会議録署名委員の指名をいたします。 

小向職務代理と加賀委員を指名いたします。 

 

次に日程３、会期の決定をいたします。 

会期は本日１日としたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 

 〔 異議なし 〕の声 

 

異議なしと認めます。したがって、会期は本日１日と決定します。 

続いて日程４、教育長報告をいたします。 

 

（Ｐ２により説明） 

 

委員の皆さんの質問を受けます。質問ございませんか。 

 

相談室の先輩と語る会は、以前に相談室を利用していた生徒と現在利用している

児童や生徒が話をするという集まりですか。 

 

そうです。以前、不登校傾向にあり相談室に通っていた生徒たちが高校生になっ

て、現在相談室に通っている子達といろいろな話し合いをしたり、高校生活の様

子などを聞いたりすることで高校進学に興味や関心を持ってもらえるようにとい

う取り組みです。大変良かったという報告を受けています。 

 

他に質問ございませんか。 

 

小学校区の通学路合同点検ですが、対策が必要な箇所はありましたか。 

 

教育委員会の担当者と地域整備課とか県の担当者から来てもらいアドバイスをい

ただきました。また、警察の方にも来ていただいたので、指導方法などをこうい

うふうにすると良いですよと教えていただきました。ソフト面については、今す

ぐ取り入れる方向で検討していますが、ハード面は予算がかかることですから、

これから町の中で話し合っていくことになります。対策を取らなくてはならない

箇所も指摘を受けております。 
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松 林 教 育 長 

 

 

 

松 林 教 育 長 

 

 

学 務 課 長 

 

松 林 教 育 長 

 

社会教育体育課長 

 

松 林 教 育 長 

 

 

木 村 委 員 

 

 

学 務 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

木 村 委 員 

 

 

 

学 務 課 長 

 

松 林 教 育 長 

 

 

木 村 委 員 

 

松 林 教 育 長 

 

その他に質問ございませんか。 

 

（委員からの発言なし） 

 

質問が無いようですので、日程５、各課報告になります。学務課の報告を求めま

す。 

 

（Ｐ３により説明） 

 

続いて、社会教育体育課の報告を求めます。 

 

（Ｐ４・５により説明） 

 

以上、二課の報告が終わりました。委員の皆さんの質問を受けます。質問ござい

ませんか。 

 

８月の学校閉庁日ですが特に問題はなかったですか。また、９月の中体連新人大

会は、予定でしょうけども実際に実施するのかどうか。 

 

まず、学校閉庁日の３日間については、問い合わせ等は何もなかったです。１校

の校長先生から「学校閉庁日を設けていただいてありがとうございました。教職

員は普段休めと言っても休みを取らないのですが、閉庁日だからということでゆ

っくり休ませることができました。」という声がありました。 

つぎに中体連新人大会ですが、春の中体連大会と同様に無観客で実施すると聞い

ております。ニュースで県知事が青森県独自のコロナ対策を発表するという話が

出ていましたので、その内容次第で状況が変わる可能性があると考えています。 

 

夏休み後半に、ある中学校の校長先生から部活動の自粛をしているという話を聞

いたので、約一か月後の中体連新人大会の開催がどうなるのかなと気にかけてい

ました。 

 

今後の状況によっては、変わる可能性があります。 

 

補足ですが、部活動の自粛は町外に出ての活動を自粛してほしいということで、

練習試合等も町内で留めてほしいというお願いをしておりました。 

 

ありがとうございます。 

 

ほかに質問ございませんか。 
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小 向 委 員 

 

 

社会教育体育課長 

 

 

 

小 向 委 員 

 

 

 

社会教育体育課長 

 

松 林 教 育 長 

 

 

 

松 林 教 育 長 

 

 

社会教育体育課長 

松林主任社会教育主事 

 

松 林 教 育 長 

 

 

 

松 林 教 育 長 

 

 

 

 

松 林 教 育 長 

 

 

学 務 課 長 

 

松 林 教 育 長 

 

木 村 委 員 

放課後子どもプラン実務者研修会は、放課後に子どもたちを預かっている施設の

職員の研修ということですか。 

 

そうです。放課後子ども教室と児童クラブがあります。放課後子ども教室は町で

職員を雇用して運営しており、児童クラブは保育園で運営していますので、その

職員を対象に毎年研修会を開催しております。 

 

教職員対象のＩＣＴ活用研修会というのがあったので、放課後子どもプラン実務

者研修会も新型コロナウイルス感染症対策の一環として、万が一学校閉鎖になっ

たときのための研修なのかなと思ったのですが別ですね。 

 

それとは別の研修会です。 

 

その他に質問ございませんか。 

 

（委員からの発言なし） 

 

質問が無いようですので、それでは、付議案件に入ります。議案第１号について、

社会教育体育課長の説明を求めます。 

 

（Ｐ６・７、別添資料１により説明） 

 

 

説明が終わりました。皆さんの質問を受けます。質問ございませんか。 

 

（委員からの発言なし） 

 

質問が無いようですので、社会教育体育課からの提案のとおり承認することに、

ご異議ありませんか。 

 

〔 異議なし 〕の声 

 

異議なしと認めます。議案第１号は提案のとおり承認しました。 

次に議案第２号を議題といたします。学務課長の説明を求めます。 

 

（Ｐ８、別添資料２、別添資料３により説明） 

 

説明が終わりました。皆さんの質問を受けます。質問ございませんか。 

 

コミュニティスポーツというのは、具体的にどのようなスポーツのことですか。 
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社会教育体育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

木 村 委 員 

 

社会教育体育課長 

 

木 村 委 員 

 

 

 

社会教育体育課長 

 

 

 

 

 

 

木 村 委 員 

 

 

 

社会教育体育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ７１に⑤コミュニティスポーツの拡大とありますが、町内会単位とか身近な地

区で誰でもできるスポーツを通じての交流を浸透させたいということです。スポ

ーツの内容としては、いま開催中のパラリンピック種目にもあるニュースポーツ

のボッチャやラダーゲッターのような誰でもできるお年寄りでも障がいのある方

でもできるスポーツです。ニュースポーツの普及促進のため、用具は社会教育体

育課でそろえています。令和２年度の評価がＣでしたので、いまスポーツ推進委

員に町内会等に出向いてもらってニュースポーツの指導してもらおうということ

で、出前講座のメニューに加えました。ニュースポーツを体験してもらって、徐々

に広めていきたいと思っています。 

 

広報に掲載したことはありますか。 

 

これまでも掲載していますが、もっとＰＲしたいと思います。 

 

ありがとうございます。つぎにＰ７（３）スポーツ・レクリエーション施設の整

備で下田公園のテニスコートの補修について記載がありますが、今年度は使用さ

れていますか。 

 

今年度は、使用を休止しております。今後もテニスコートとして使用するために

は補修が必要ですが、かなりの費用がかかります。いま考えているのは、バスケ

ットゴールを設置して３人制バスケットボールのスリーエックススリーなどで使

用できるようにしてはどうかということで検討をしております。テニスコートに

ついては、いちょう公園にありますので、そちらを利用していただければ２ヶ所

になくてもいいのかなと思っております。 

 

ありがとうございます。もう一つ図書館の指定管理者制度についてお聞きします。 

指定管理者制度の導入前と導入後の変化として何かあればわかる範囲で教えてく

ださい。 

 

直営から指定管理者制度に移行して、図書館流通センターという他でも多数の実

績がある会社が指定管理者になりましたので、新たな取り組みの一例としては、

電子図書館がありますが、図書館に来館しなくてもスマートフォンやパソコンが

あれば本を借りて読むことができます。また、本の消毒器の導入ですが、現在の

コロナ禍において感染症対策として非常に役立っています。みなくる館は、様々

な文化活動に活用できる施設ですので、その中でプログラミング教室を開催する

など、なかなか直営では出てこないアイデアの企画やイベントを実施しています。

ただ、現在はコロナ禍ですので、たくさんの人を集めるイベントの開催は難しい

状況です。通常に戻れば、もっといろいろな企画やイベントが開催できると思い

ます。あとは、施設に勤務する職員の労務管理等を町で行っていたものが、指定
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木 村 委 員 

 

小 向 委 員 

 

学 務 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

堤 課 長 補 佐 

 

 

 

 

 

木 村 委 員 

 

松 林 教 育 長 

 

堤 課 長 補 佐 

 

 

 

 

 

木 村 委 員 

 

堤 課 長 補 佐 

 

 

木 村 委 員 

 

松 林 教 育 長 

管理者制度の導入で労務管理が不要になりました。デメリットは、あまり感じて

いないので思い浮かびませんが、利用者からは、図書館が良くなったという声を

いただいています。 

 

ありがとうございます。 

 

情報化教育の中のＧＩＧＡスクールの状況はどうなっていますか。 

 

この報告書は令和２年度の実績で、タブレット端末の整備が完了したのが今年度

末の３月末でしたので、２年度についてはリースの端末を数人で１台使用すると

いう状況になっています。４月からは先行的に活用している学校もありますし、

まだ準備段階という学校もあります。教職員を集めての研修については、夏休み

や冬休み期間中に限られてしまいますが、８月に県が主催する研修会がありまし

た。また、町主催で町内の教職員を対象とした研修会を開催して活用を促進して

います。 

 

町の教職員を対象とした研修会は、百石中学校で開催して８校から二十数名参加

したそうです。コロナ禍での開催でしたので、たくさん集めることができず参加

者を１校３名程度と制限しましたが、研修会に参加した先生方が学校に戻って他

の先生に伝えていただくという形で実施しています。いま一人１台端末が整備さ

れましたが、その端末を授業で活用するための研修会です。 

 

仮に学校が臨時休業になった場合に、リモート授業の実施は可能ですか。 

 

一部は可能ですが、家庭の状況によっては難しい家庭もあると思います。 

 

いま教育長が言ったとおりですが、現段階では、まず使うことに慣れていただか

ないと家に持ち帰っても使いこなせないと思います。例えば小学校の１年生です

と文字を習うところから始めるのに実際端末を使いながらの授業は難しいと思い

ますので、まずは慣れてもらうことを前段としています。ある程度慣れてきたと

ころで、家庭で使えれば良いかなと思っています。 

 

ネット環境があるかないか家庭によって違いますよね。 

 

学校を通してその調査をしたことがありますが、８割ぐらいは使えるという回答

でした。 

 

ありがとうございます。 

 

その他に質問ございませんか。 
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松 林 教 育 長 

 

 

 

 

松 林 教 育 長 

 

 

学 務 課 長 

 

松 林 教 育 長 

 

木 村 委 員 

 

 

 

学 務 課 長 

 

 

 

松 林 教 育 長 

 

 

 

松 林 教 育 長 

 

 

松 林 教 育 長 

 

 

 

 

松 林 教 育 長 

 

   

 

（委員からの発言なし） 

 

質問が無いようですので、学務課からの提案のとおり承認することに、ご異議あ

りませんか。 

 

〔 異議なし 〕の声 

 

異議なしと認めます。議案第２号は、提案のとおり承認しました。 

次にその他になります。学務課長の説明を求めます。 

 

（Ｐ９・１０により説明） 

 

説明が終わりました。皆さんの質問を受けます。質問ございませんか。 

 

設置要綱についてですが、第４条第２項に「協議する必要があると思料するとき

は」とありますが、「思料」という言葉は今時聞き慣れない言葉だなと思いまし

た。 

 

そうですね。要綱を制定するときに地方教育行政の組織及び運営に関する法律に

基づいて制定していますので、そこからの言葉かなと思いますが、いまの時代に

あっていないですね。 

 

その他に質問ございませんか。 

 

（委員からの発言なし） 

 

それでは、今年度の総合教育会議については、ただいまの説明のとおり進めさせ

ていただきますので、各委員におかれましては、日程調整をお願いいたします。 

 

以上で全ての審議が終了しました。最後に、皆さんの方から何かありましたらお

受けいたします。 

 

（委員からの発言なし） 

 

以上を持ちまして、定例会を終了いたします。 

ありがとうございました。 

 

                    （終了時間：１６時００分） 
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上会議の顛末は、 

書記の記載したものであるが、その内容が正確であることを認め署名する。 

 

おいらせ町教育委員会  ２番委員 小 向 秀 男 

 

５番委員 加 賀 真美子 


